
中小企業における危機管理対策促進事業

促進助成金の申請案内

サイバー
セキュリティ対策

企業秘密や個人情報等の情報を保護する観点から構築する
サイバーセキュリティ対策を実施するために必要な

設備等の導入を支援します。

平成29年9月1日▶平成29年9月29日

平成29年度

サイバーセキュリティ経営ガイドライン又は
中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインに
基づいてサイバーセキュリティ対策を実施するために
必要となる事業

1,500万円（下限30万円）助成対象経費の１／２以内

都内において事業を
営んでいる中小企業者等

あ な た の 会 社 が 狙 わ れ て い ま す。

申請期間

助成対象事業者 助成対象事業

助成限度額助成率



※色付きの部分は申請者が行う手続きになります。
※申請方法等詳細については、公社のホームページを御覧ください。

※製品の本体費用、各種サービスの導入・初期費用が対象となります。
※運用・維持管理に係る費用は対象外となります。

この事業は、東京都からの「中小企業における危機管理対策促進事業の実施に係る出捐金」を財源として公社が実施しています。

企画管理部  設備支援課 業務係
東京都千代田区神田佐久間町一丁目９番地

☎（03）3251-7889

【問合せ先及び窓口】
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ウィルス対策ソフト

アクセス管理製品

システムセキュリティ管理製品

各種セキュリティサービス

クラウドサービス

経営者のリーダーシップの下で企業自らがサイバーセキュリティの対応強化に取り組むことを
目的として策定されています。

中小企業者が情報を安全に管理することの重要性について認識し、必要な情報セキュリティ対策を
実現するための考え方や方策を紹介することを目的として策定されています。

パソコン・サーバ
（最新OS搭載のものへの更新を伴い、
 他のセキュリティ対策を併せて実施するものに限る）

その他ハードウェア・ソフトウェア

サイバーセキュリティ経営ガイドライン（経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構）

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第2.1版（独立行政法人情報処理推進機構）

事業の流れ

どうする
  サイバー対策!!

助成対象となる製品等


